
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

平良停250 m

特にない。 基準方位：北、３
．５ｍ市道

平良停　北方250 m

市内景気は好調を維持し宅地需要は堅調であったが、コロナ禍の急激
な景況変化により先行きの不透明感から取引は停滞している。

地域要因に特に変動はないが市内景気は好調を維持し宅地需要は堅調
であったが、コロナ禍もあり取引は様子見傾向が強まった。

個別的要因に変動はない。

地域要因に特に変動はないが、観光を背景に市内景気は好調を維持し中心市街地周辺の宅地需要は堅調であった
が、コロナ禍による急激な景況変化から市況の様子見傾向が強く、地価水準の先行き不透明感が高まっている。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は類似地域内の規範性の高い取引事例に基づき試算したもので、市場の実態を反映した実証的な価格である。
戸建住宅を中心とする住宅地域で、自己使用を目的とした取引が市場での主流であり、収受可能な賃料水準と建築費を
勘案すると、経済合理的な賃貸住宅の経営が困難なことから収益価格の試算は行わなかった。以上より、取引事例比較
法により求めた比準価格を妥当と判断し、類似する標準地との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は、宮古島市中心市街地及びその縁辺の一般住宅等が見られる住宅地域が存する圏域である。主たる需要者
は、地縁的選好性を有する自己使用目的の個人で、一部島外からの転入も見られる。観光を背景とする市内景気は好調
を維持し宅地需要は堅調であったが、直近ではコロナ禍もあり取引は停滞している。建物込みの取引や画地規模による
ばらつきも見られるが、土地は単価で坪当たり１０万円～１２万円程度が需要の中心と考えられる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 1 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 大城　直哉

大城不動産鑑定事務所

令和 2 6 12

令和 2 7 15

（その他）

宮古島市平良字西仲宗根染地１１２番１ 267

1：2 ＲＣ 1

南西3.5 m

市道

水道、

下水

（都） １中専
(60,200)

(60,160)

80 100 60 130 戸建住宅地

11.5 23.5 270 ほぼ長方形

（都） １中専
(60,160)

戸建住宅地 方位                          +1.0

33,300

／

／

／

令和 2 26,000

8,890,000 33,300

□ □■

32,000

宮古島 2

100.0

102.0 95.1

101.0
33,300

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.0

-2.0

0.0

□ □

□ □

■
31,400

+6.1



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 農家住宅が散在する農家
集落地域

宮古自練前停1 ㎞

特にない。 基準方位：北、４
．５ｍ市道

宮古自練前停　東方1 
㎞

市内景気は好調を維持し宅地需要は堅調であったが、コロナ禍の急激
な景況変化により先行きの不透明感から取引は停滞している。

地域要因に特に変動はないが市内景気は好調を維持し割安感から需要
は堅調であったが、コロナ禍もあり取引は様子見傾向が強まった。

個別的要因に変動はない。

地域要因に特に変動はないが、観光を背景に市内景気は好調を維持し相対的な割安感から需要は高まっていた中
、コロナ禍による急激な景況変化から市況の様子見傾向が強く、地価水準の先行き不透明感が高まっている。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は類似地域内の規範性の高い取引事例に基づき試算したもので、市場の実態を反映した実証的な価格である。
農家住宅を中心とする住宅地域で、自己使用を目的とした取引が市場での主流であり、収益価格については賃貸市場が
未成熟であることから試算を行わなかった。以上より、取引事例比較法により求めた比準価格を妥当と判断し、類似す
る標準地との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は、郊外の農家住宅等が存する圏域である。主たる需要者は、地縁的選好性を有する自己使用目的の個人で
、一部島外からの転入も見られる。観光を背景とする市内景気は好調を維持し相対的な割安感から需要が高まっていた
中、直近ではコロナ禍もあり取引は停滞している。土地は単価で坪当たり３～４万円程度が需要の中心と考えられるが
、土地建物取得総額に占める土地の割合は小さく取引目的に応じて価格のばらつきが大きい。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 3 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 大城　直哉

大城不動産鑑定事務所

令和 2 6 12

令和 2 7 15

（その他）

宮古島市平良字西里アラバ１５３７番３ 336

1.5：1 ＲＣ 1

北東4.5 m

市道

水道

（都） 
(60,200)

100 150 150 50 戸建住宅地

21.5 15.5 330 ほぼ長方形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 方位                          0.0

10,600

／

／

／

令和 2

1.4

3,560,000 10,600

□ □■

5,810

宮古島 6

100.0

103.0 55.2

100.0
10,200

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

0.0

-8.0

-40.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
8,850

+19.8



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中規模の農家住宅が多い
既成の住宅地域

購買店前停80 m

特になし 基準方位北、９．
５ｍ市道

購買店前停南東方80 m

新型コロナウイルス感染症の影響により、観光等の経済活動が抑制さ
れているため、先行きに厳しさがみられる。

土地の利用度の進んだ既成住宅地で、特別の変動はない。

角地で効用が優る点に変動はない。

既成住宅地であり、今後も同様の住環境を維持するものと予測する。地価水準は、需要に対応する供給が少ない
ことから、特別な経済的抑制が生じない限りはやや強含みで推移するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

試算価格は比準価格のみであるが、賃貸市場が熟成していないので、収益性は取得動機にならず、収益価格は試算して
いない。取引は自用目的取引が中心であるので、比準価格は典型的需要者にとって合理的な試算価格である。したがっ
て、指定基準地との均衡を踏まえ、比準価格を妥当と判断して鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏は宮古島市全域である。需要者は市内地縁者が中心となるが、眺望の良い立地では県外からの需要もみられ
る。道路などのインフラや大型店舗などの生活利便施設が優る市街地外縁部が相対的に需要も高いが、さらに外になる
と既存住宅地の需要は弱くなる。郊外既存集落における需要の中心価格帯は土地は１５０万円前後、戸建は新築分譲は
みられず、中古の価格帯は幅広い。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 4

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 4 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 及川　季行

㈱鑑定ソリュート沖縄

令和 2 7 1

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市平良字島尻越原１４２８番３ 202

ほぼ整形

1：1.5 ＲＣ 1

西9.5 m

市道、

北西側道

水道、

下水

（都） 
(60,200)

(70,200)

20 30 210 120 戸建住宅地

12.5 16 200 長方形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 方位                          0.0
角地                          +1.0

5,900

／

／

／

令和 2

1.2

1,190,000 5,900

□ □

宮古島(県) 7

5,300

112.6

101.0 101.5

101.0
5,880

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

-6.0

0.0

+8.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
5,650

+4.4



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 農家住宅が建ち並ぶ既存
の集落地域

西辺停90 m

特記すべき事項はない。 基準方位北４．５
ｍ　市道

西辺停北方90 m

観光業を中心とした県内好景気により、不動産市況も好影響が認めら
れていたが、コロナウイルス発生後、県経済は急速に悪化している。

中心市街地の地価上昇に伴い、西原地区においても地価は上昇傾向に
あったが、コロナウイルス発生後は不透明感が高まり横ばいで推移。

個別的要因に変動はない。

平良地区中心市街地の地価上昇により、平良地区外縁部においても需要が増加し、地価上昇の傾向が見られてい
た。しかし、コロナウイルスの影響により先行きの不透明感が増しており、今後の需要の動向に注意が必要。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域は農家集落地域であり、賃貸市場が未成熟なため収益還元法の適用は断念した。比準価格は同一需給圏内の類
似地域に存する取引事例から試算し、その過程においてコロナウイルスの影響も慎重に考慮しており、実証的かつ市場
性を反映した価格が得られた。典型的需要者は自己使用を目的とした個人であり、居住環境や、市場での取引相場から
意思決定を行う傾向にある。よって、市場性を反映した比準価格を妥当と判断し、鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏は平良地区及び平良地区外縁部に存する既存の住宅地域及び農家集落地域である。典型的な需要者としては
地縁的選好性を有する一次取得者が中心であるが、眺望の良好な地域や集落外縁部では島外需要者も一部認められる。
市内においては需要、供給ともに相対的に低い地域であるが、中心市街地の地価上昇及び、島外市場参加者の増加等に
より従来の価格水準を上回る売り希望事例も認められる。中心となる価格帯は２５０㎡程度で３００万円前後である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 5

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 5 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 半場　吉朗

株式会社大島不動産鑑定　宮古島支社

令和 2 6 29

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市平良字西原西屋敷２８１番２ 248

1：1 ＲＣ 1

南東4.5 m

市道

水道

（都） 
(60,200)

160 140 120 160 戸建住宅地

16 15 240 ほぼ整形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 方位                          +2.0

12,100

／

／

／

令和 2

1.1

3,000,000 12,100

□ □

□ □

□ □

■
11,900

+1.7



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 農家住宅のほか一般住宅
が混在する住宅地域

砂川停250 m

島外からの市場参加者の増加
及びその影響力の上昇が顕在
化してきている。

基準方位北　４．
５ｍ　市道

砂川停南西方250 m

観光業を中心とした県内好景気により、不動産市況も好影響が認めら
れていたが、コロナウイルス発生後、県経済は急速に悪化している。

城辺地域の既存農家集落においても島外市場参加者の影響力が顕在化
し始めていたが、コロナウイルス発生後は不透明感が高まっている。

個別的要因に変動はない。

宮古島地域の全国的な知名度の上昇で城辺地域の既存農家集落においても島外市場参加者の影響力が顕在化し始
めていた。しかし、コロナウイルスの影響により先行きの不透明感が増しており、今後の動向に注意が必要。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域は農家集落地域であり、賃貸市場が未成熟なため収益還元法の適用は断念した。比準価格は同一需給圏内の類
似地域に存する取引事例から試算し、その過程においてコロナウイルスの影響も慎重に考慮しており、実証的かつ市場
性を反映した価格が得られた。典型的需要者は自己使用を目的とした個人であり、居住環境や、市場での取引相場から
意思決定を行う傾向にある。よって、市場性を反映した比準価格を妥当と判断し、鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏は城辺地区並びに平良・上野地区外縁部に存する既存の住宅地域及び農家集落地域である。典型的な需要者
としては地縁的選好性を有する一次取得者が中心であるが、幹線道路沿いや集落外縁部においては島外需要者も認めら
れる。市内においては需要、供給ともに相対的に低い地域であるが、島外市場参加者の増加及びその影響力の上昇によ
り、従来の価格水準を上回る取引も一部で認められる。中心価格帯は２６５㎡程度で１５０万円～２００万円である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 7

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 7 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 半場　吉朗

株式会社大島不動産鑑定　宮古島支社

令和 2 6 29

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市城辺字砂川島中原１０２番 265

1：1 ＲＣ 1

南西4.5 m

市道

水道

（都） 
(60,200)

200 100 150 250 戸建住宅地

16 15.5 250 ほぼ正方形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 方位                          +1.0

5,970

／

／

／

令和 2

1.1

1,580,000 5,970

□ □

□ □

□ □

■
5,300

+12.6



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 農家住宅が多い既存の農
村集落地域

保良停140 m

島外からの市場参加者の増加
及びその影響力の上昇が顕在
化してきている。

基準方位北　５．
５ｍ　市道

保良停南東方140 m

観光業を中心とした県内好景気により、不動産市況も好影響が認めら
れていたが、コロナウイルス発生後、県経済は急速に悪化している。

島外市場参加者の影響力が顕在化し始めていたが、弾薬庫及び射撃訓
練場建設の影響や、コロナウイルスの影響についは不透明感が高い。

個別的要因に変動はない。

城辺地域の既存農家集落においても島外市場参加者の影響力が顕在化し始めていた。しかし、コロナウイルスの
影響により今後の動向について不透明感が増しており、弾薬庫、射撃訓場建設等の影響も併せて注意を要する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域は農家集落地域であり、賃貸市場が未成熟なため収益還元法の適用は断念した。比準価格は規範性の高い取引
事例から試算し、その過程でコロナウイルスの影響も考慮しており、実証的かつ市場性を反映した価格が得られた。典
型的需要者は自己使用を目的とした個人で、居住環境や、市場での取引相場から意思決定を行う傾向にある。よって、
指定基準地との検討を考慮の上、市場性を反映した比準価格を妥当と判断し、鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏は城辺地区並びに平良・上野地区外縁部に存する既存の住宅地域及び農家集落地域である。典型的な需要者
としては地縁的選好性を有する一次取得者が中心であるが、幹線道路沿いや集落外縁部においては島外需要者も認めら
れる。市内においては需要、供給ともに相対的に低い地域であるが、島外市場参加者の増加及びその影響力の上昇によ
り、従来の価格水準を上回る取引も一部で認められる。中心価格帯は２６５㎡程度で１５０万円～２００万円である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 8

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 8 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 半場　吉朗

株式会社大島不動産鑑定　宮古島支社

令和 2 6 29

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市城辺字保良村内５０７番 456

1：1.5 ＲＣ 1

南西5.5 m

市道、

背面道

水道

（都） 
(60,200)

(70,200)

250 100 100 210 戸建住宅地

18 25 450 ほぼ長方形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 方位                          +1.0
二方路                        +1.0

4,230

／

／

／

令和 2

1.1

1,930,000 4,230

□ □

宮古島(県) 7

5,300

112.6

101.0 146.2

102.0
4,120

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

-1.0

+38.0

+7.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
3,080

+37.3



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中小規模の戸建住宅が建
ち並ぶ市街地近郊の住宅
地域

ファミリーマート久貝
店前停
300 m

宮古島市街地西部の新興住宅
地域

基準方位北　　　
６ｍ私道

ファミリーマート久貝
店前停南東方
300 m

県内経済は拡大傾向が続いていたが、新型コロナの影響により急速に
悪化し厳しい状況。当市の人口はやや増加、平良地区も増加傾向。

平良市街地の住宅需要は増加しているが、コロナ禍において先行き不
透明感も一部に見られる。

個別的要因に変化はない。

近隣地域は戸建住宅を中心とした新興住宅地域として熟成過程にあり、今後とも現在の住環境を維持すると予測
する。久貝地区の住宅需要は堅調であり地価は上昇傾向で推移してるが足元では先行き不透明感も見られる。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域内にはアパート等の収益物件は少なく、取引も自用目的がほとんどであり賃貸市場が未成熟であるため、収益
価格は求め得なかった。比準価格は、規範性の高い事例を中心に把握されており、補修正や要因比較も適切になされた
ものと思料する。そこで、類似地域内の地価公示標準地との検討をも踏まえたうえで比準価格を妥当と判断して鑑定評
価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は概ね宮古島の市街地内住宅地域と判定する。需要者は同市居住者が中心。旧郡部等から平良地区への転入
需要もあり全般的な住宅地需要は堅調だがコロナ禍にあって不透明感も生じている。久貝地区をはじめ市街地外縁部で
の民間宅地開発が多く見られる。土地は２００～３００㎡で６００～１０００万円程度が需要の中心となるがばらつき
が大きい。新築戸建の取引は極めて少ないため需要の中心となる価格帯は見出せなかった。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 9

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 9 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 伴　清敬

ＢＡＮ鑑定所

令和 2 7 2

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市平良字久貝ムイ原８５２番９ 204

1：2 ＲＣ 2

南西6 m

私道

水道

（都） 
(60,200)

60 100 80 65 戸建住宅地

10.5 19 200 長方形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 方位                          +1.0

33,500

／

／

／

令和 2

1.2

6,830,000 33,500

□ □■

37,500

宮古島 3

100.0

100.0 112.8

101.0
33,600

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

+5.0

+8.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
30,400

+10.2



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 農家住宅及び一般住宅等
が混在する国道沿いの住
宅地域

下地役場前停近接

下地地区の国道沿い集落地域 基準方位北　　　
１６ｍ国道

下地役場前停近接

県内経済は拡大傾向が続いていたが、新型コロナの影響により急速に
悪化し厳しい状況。当市の人口はやや増加、下地地区は概ね横ばい。

空港や平良市街地に比較的近接する立地に対して地価に値頃感がある
ため需要が高まっている。

個別的要因に変化はない。

国道沿いの集落地域であり、今後も同程度の住環境を維持するものと予測する。空港や平良市街地に比較的近接
する立地にあるのに対して価格に値頃感があり、堅調な需要がある。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域内にはアパート等の収益物件はほとんど見られず、取引も自用目的がほとんどであり賃貸市場が未成熟である
ため、収益価格は求め得なかった。比準価格は、規範性の高い事例を中心に把握されており、補修正や要因比較も適切
になされたものと思料する。そこで、現下の経済情勢等をも踏まえたうえで比準価格を妥当と判断して鑑定評価額を上
記のとおり決定した。

　同一需給圏は、概ね宮古島内旧郡部を中心とした住宅地域と判定した。需要者の中心は宮古島市内居住者であり地縁
性を有する場合が多いが、一部に島外からの移住者も見られる。同島旧郡部では人口流出傾向が見られるが、一部に島
外からの流入が見られるほか観光関連等の多様な需要も見られるようになっている。土地は２５０～６００㎡で２００
～４００万円程度が需要の中心となるがばらつきが大きい。新築戸建の取引はほとんど見られない。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 11

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 11 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 伴　清敬

ＢＡＮ鑑定所

令和 2 7 2

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市下地字上地ツーガ家５０２番６ 267

1：2 ＲＣ 1

南東16 m

国道

水道、

下水

（都） 
(60,200)

55 40 100 30 戸建住宅地

11 23 250 ほぼ長方形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 方位                          +2.0

12,200

／

／

／

令和 2

1.4

3,260,000 12,200

□ □

□ □

□ □

■
10,800

+13.0



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅及び市営住宅の
ある住宅地域

ヤーバル停130 m

上野地区の国道沿い集落地域 基準方位北　　　
１４ｍ国道

ヤーバル停北東方130 m

県内経済は拡大傾向が続いていたが、新型コロナの影響により急速に
悪化し厳しい状況。当市の人口はやや増加、上野地区は増加傾向。

観光客増、建設作業員の増加等により幹線沿いでは多様な土地利用が
見られ出している。

個別的要因に変化はない。

国道沿いの集落地域であり、多様な用途が考えられる地域であり、徐々に土地利用度が高まっていくものと予測
する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域内にはアパート等の収益物件はほとんど見られず、取引も自用目的がほとんどであり賃貸市場が未成熟である
ため、収益価格は求め得なかった。比準価格は、規範性の高い事例を中心に把握されており、補修正や要因比較も適切
になされたものと思料する。そこで、指定基準地並びに類似地域内の地価公示標準地との検討をも踏まえたうえで比準
価格を妥当と判断して鑑定評価額を上記のとおり決定した。

　同一需給圏は、概ね宮古島内旧郡部の住宅地域と判定した。需要者の中心は宮古島市内居住者であり地縁性を有する
場合が多いが、一部に島外からの移住者も見られる。同島旧郡部では人口流出傾向が見られるが、一部に島外からの流
入が見られるほか観光関連等の多様な需要も見られるようになっている。土地は２５０～６００㎡で２００～４００万
円程度が需要の中心となるがばらつきが大きい。新築戸建の取引はほとんど見られない。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 13

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 13 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 伴　清敬

ＢＡＮ鑑定所

令和 2 7 2

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市上野字上野ソバンメ３９４番１５ 452

1：1.5 ＲＣ 1

南14 m

国道、

西側道

水道

（都） 
(60,200)

(70,200)

65 110 50 30 戸建住宅地

19 24 450 ほぼ長方形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 方位                          +3.0
角地                          +2.0

6,850

／

／

／

令和 2

1.3

3,100,000 6,850

□ □■

5,810

宮古島 6

100.0

103.0 87.2

105.1
6,800

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

-2.0

0.0

-11.0

0.0

0.0

宮古島(県) 7

5,300

112.6

101.0 91.1

105.1
6,820

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

-2.0

0.0

-7.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
6,200

+10.5



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅、農家住宅等が
混在する既成住宅地域

ＪＡ佐良浜店前停
610 m

特になし 基準方位北、４．
５ｍ市道

ＪＡ佐良浜店前停南東
方
610 m

新型コロナウイルス感染症の影響により、観光等の経済活動が抑制さ
れているため、先行きに厳しさがみられる。

土地の利用度の進んだ既成住宅地で、特別の変動はない。

標準的である点に変動はない。

既成住宅地であり、今後も同様の住環境を維持するものと予測する。地価水準は、需要に対応する供給が少ない
ことから、特別な経済的抑制が生じない限りはやや強含みで推移するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

試算価格は比準価格のみであるが、賃貸市場が熟成していないので、収益性は取得動機にならず、収益価格は試算して
いない。取引は自用目的取引が中心であるので、比準価格は典型的需要者にとって合理的な試算価格である。したがっ
て、同一需給圏内の他の基準地との秤量的な検討も踏まえ、比準価格を妥当と判断して鑑定評価額を上記の通り決定し
た。

同一需給圏は宮古島市全域である。需要者は市内地縁者が中心となるが、眺望の良い立地では県外からの需要もみられ
る。道路などのインフラや大型店舗などの生活利便施設が優る市街地外縁部が相対的に需要も高いが、さらに外になる
と既存住宅地の需要は弱くなる。既存集落における需要の中心価格帯は土地は１５０万円前後、戸建は新築分譲はみら
れず、中古の価格帯は幅広い。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 15

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 15 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 及川　季行

㈱鑑定ソリュート沖縄

令和 2 7 1

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市伊良部字池間添下桃山２１９番 157

ほぼ整形

1.2：1 ＲＣ 2

西4.5 m

市道

水道

都計外 

110 420 460 190 戸建住宅地

10 15 150 長方形

都計外 

戸建住宅地 方位                          0.0

9,200

／

／

／

令和 2

1.3

1,440,000 9,200

□ □

□ □

□ □

■
9,100

+1.1



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅のほか店舗、事
務所が混在する住宅地域

国仲公民館前停130 m

特になし 基準方位北、１４
ｍ県道

国仲公民館前停北東方
130 m

新型コロナウイルス感染症の影響により、観光等の経済活動が抑制さ
れているため、先行きに厳しさがみられる。

土地の利用度の進んだ既成住宅地で、特別の変動はない。

効用が南東方位と三方路で優る点に変動はない。

既成住宅地であり、今後も同様の住環境を維持するものと予測する。地価水準は、需要に対応する供給が少ない
ことから、特別な経済的抑制が生じない限りはやや強含みで推移するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

試算価格は比準価格のみであるが、賃貸市場が熟成していないので、収益性は取得動機にならず、収益価格は試算して
いない。取引は自用目的取引が中心であるので、比準価格は典型的需要者にとって合理的な試算価格である。したがっ
て、同一需給圏内の他の基準地との相対的な均衡も踏まえ、比準価格を妥当と判断して鑑定評価額を上記の通り決定し
た。

同一需給圏は宮古島市全域である。需要者は市内居住者が中心となるが、眺望の良い立地では県外からの需要もみられ
る。道路などのインフラや大型店舗などの生活利便施設が優る市街地外縁部が相対的に需要も高いが、さらに外になる
と既存住宅地の需要は弱くなる。郊外の幹線沿いでは、住宅利用にその他の利用を兼ねる場合もあり、求める規模が異
なるので、需要の中心価格帯は見出すことが難しい。戸建は新築分譲はみられず、中古の価格帯は幅広い。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) － 16

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　 － 16 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 及川　季行

㈱鑑定ソリュート沖縄

令和 2 7 1

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市伊良部字国仲屋敷９０番 486

ほぼ整形

1.5：1 ＲＣ 2

南東14 m

県道、

三方路

水道

都計外 

40 20 120 80 戸建住宅地

20 15 300 長方形

都計外 

戸建住宅地 方位                          +2.0
三方路                        +2.0

11,800

／

／

／

令和 2

1.3

5,730,000 11,800

□ □

□ □

□ □

■
11,500

+2.6



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗兼住宅 各種店舗が建ち並ぶ西里
大通り沿いの商業地域

市役所前停230 m

市内中心市街地に存する西里
通り商店街

６．５ｍ県道 市役所前停南西方230 m

観光業を中心とした県内好景気により、不動産市況も好影響が認めら
れていたが、コロナウイルス発生後、県経済は急速に悪化している。

旺盛な観光需要により島外市場参加者が増加し、地価が急激に上昇し
ていた。またコロナ後においても中心商業地に対する需要は底堅い。

個別的要因に変動はない。

宮古島市の知名度上昇により中心商業地に対する島外市場参加者の増加及びその影響力の上昇が顕著であったが
、コロナウイルスの影響により観光需要の減退が長期化した場合は、地価が下落傾向に転じる可能性がある。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は同一需給圏内の類似地域に存する取引事例から求めたものであり、実証的かつ市場性を反映した価格が得ら
れた。一方、建築費の高騰により、想定建物に係る標準的な賃料、建築費等を勘案すると、土地に帰属する純収益がマ
イナスとなるため、収益還元法の適用は断念した。本件ではコロナウイルス発生後の取引事例を含む、宮古島市内の商
業地の事例を採用して試算した比準価格を妥当と判断してこれを採用し、上記のとおり、鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は市内中心市街地及び幹線道路沿いの商業地域である。典型的な需要者は地元不動産業者及び法人、並びに
県外不動産業者及び法人が中心である。供給が少ない中心商業エリアに対して、旺盛な観光需要を背景とし、資金力を
有する島外市場参加者が急増し、取引価格の著しい上昇が認められた。コロナ後も大幅な土地需要の減退は認められず
、取引の中心価格帯は、土地は２３０㎡前後で３０００万円～４０００万円程度が需要の中心であると思料する。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) －5 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　5 － 1 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 半場　吉朗

株式会社大島不動産鑑定　宮古島支社

令和 2 6 29

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市平良字西里根間２４６番 232

1：1.5 ＲＣ 2

北東6.5 m

県道

水道、

下水

（都） 商業
(80,400)
防火

(80,390)

20 100 20 100 低層店舗兼住宅地

13 18 230 ほぼ長方形

（都） 商業
(80,390)
防火

低層店舗兼住宅地 ない

132,000

／

／

／

令和 2 105,000

30,600,000 132,000

□ □

□ □

□ □

■
95,000

+38.9



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗兼住宅 小規模小売店舗や飲食店
、事務所等が建ち並ぶ商
業地域

西里通り入口停180 m

特にない。 ６．３ｍ県道 西里通り入口停　南東
方
180 m

市内景気は好調を維持し宅地需要は堅調であったが、コロナ禍の急激
な景況変化により先行きの不透明感から取引は停滞している。

旧態依然とした商環境であるが市内景気は好調を維持し商的床需要は
堅調であったが、コロナ禍もあり取引は様子見傾向が強まった。

個別的要因に変動はない。

地域要因に特に変動はないが、観光を背景に市内景気は好調を維持し中心市街地の床需要は高いが、コロナ禍に
よる急激な景況変化から市況の様子見傾向が強く、地価水準の先行き不透明感が高まっている。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は類似地域内の規範性の高い取引事例に基づき試算したもので、市場の実態を反映した実証的な価格である。
自己使用を目的とした取引が市場での主流であり、収受可能な賃料水準と建築費を勘案すると、経済合理的な賃貸事業
の経営が困難なことから収益価格の試算は行わなかった。以上より、取引事例比較法により求めた比準価格を妥当と判
断し、類似する標準地との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は、市内中心市街地及びその周辺の商業地域が存する圏域で、特に市中心部付近の既成商業地との代替性が
強い。需要者は島内外の中小法人及び個人事業者が中心である。観光を背景とする市内景気は好調を維持し中心市街地
の床需要は堅調であったが、直近ではコロナ禍もあり取引は停滞している。業種・業態により適正画地規模が異なり総
額の中心価格帯の把握は難しいが、土地単価では坪あたり２５万円前後が需要の中心と考えられる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) －5 2

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　5 － 2 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 大城　直哉

大城不動産鑑定事務所

令和 2 6 12

令和 2 7 15

（その他）

宮古島市平良字西里出口５５６番 278

1：1.5 ＲＣ 2

南西6.3 m

県道

水道、

下水

（都） 近商
(80,200)

40 70 70 90 低層の店舗住宅併用地

14.5 19.5 280 ほぼ長方形

（都） 近商
(80,200)

低層の店舗住宅併用地 ない

77,700

／

／

／

令和 2 58,000

21,600,000 77,700

□ □■

89,900

宮古島 5 1

100.0

101.0 111.3

100.0
80,000

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

+6.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
59,700

+30.2



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗兼共同住宅 店舗兼共同住宅のほかホ
テル等が見られるビーチ
付近の商業地域

平良港停750 m

パイナガマビーチ前の国道沿
い商業地域

２０ｍ国道 平良港停南西方750 m

県内経済は拡大傾向が続いていたが、新型コロナの影響により急速に
悪化し厳しい状況。当市の人口はやや増加、平良地区も増加傾向。

近隣地域内にて宿泊施設がオープンした。観光関連事業者が比較的多
く、新型コロナによる観光客減の影響を受けている。

個別的要因に変化はない。

当該近隣地域は、当面は現在の環境を維持するものと予測する。高名なビーチ前の地域として希少性が認められ
る。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

　近隣地域内には賃貸収益物件は少なく、取引も自用目的が中心であり賃貸市場が未成熟であるため、収益価格は求め
得なかった。比準価格は、規範性の高い事例を中心に把握されており、補修正や要因比較も適切になされたものと思料
する。そこで、現下の経済情勢等をも踏まえたうえで比準価格を妥当と判断して鑑定評価額を上記のとおり決定した。

　同一需給圏は、概ね平良市街地内の商業地域と判定した。特に観光客向け店舗の多い地域との関連性が強い。需要者
は法人事業者が中心だが小規模物件では個人事業者も見られる。好調であった観光関連産業が市内景気を牽引していた
が、新型コロナの影響により不透明感が生じている。同一需給圏内の民間取引は少なく、価格帯もまちまちであるため
需要の中心となる価格帯は見出せなかった。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

宮古島(県) －5 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 2

令和 2 7 1

令和 2 7 22

宮古島(県)　5 － 3 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 伴　清敬

ＢＡＮ鑑定所

令和 2 7 2

令和 2 7 20

（その他）

宮古島市平良字下里大嶺３５６番６１外 282

1：1.5 ＲＣ 3

北西20 m

国道、

南西側道

水道、

下水

（都） 準住居
(60,200)

(70,200)

140 50 40 70 低層店舗兼住宅地

14 21.5 300 長方形

（都） 準住居
(60,200)

低層店舗兼住宅地 角地                          +3.0

72,800

／

／

／

令和 2 52,000

20,500,000 72,800

□ □

□ □

□ □

■
58,000

+25.5


